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荒廃農地再生・集積促進事業

令和５年度事業

荒廃農地を利用する際の再生コスト等のリスクを軽減し、荒廃農地のさらなる活用

を促進するとともに、意欲的な農業者の経営発展を支援します。

区 分 内 容
補 助 率

県 市町

再生作業

・ 農地の障害物除去

・ 深耕

・ 整地

・ 上記と合わせて行う土壌改良

１/２

以内

１/２

以内

施設補完整備
（再生作業と附帯して実施

する場合に限ります）

・ 農業用用排水施設整備
１/２

以内

１/２

以内

・ 農道等の新設、廃止又は変更

・ 暗きょ排水の新設又は変更

・ 客土

・ 廃棄物処理

・ 農用地の保全

・ 農業体験施設整備

１/４

以内

１/４

以内

【補助対象】：以下の取組について県と市町で協調助成します

以下のいずれかに該当するもの

１ 認定農業者

２ 認定新規就農者

３ 基本構想水準到達者

４ 地域計画の目標地図に位置付け

られた者(位置付けられる予定を含

む)かつ一定の要件を満たすもの

以下のすべてを満たすこと

１ 所有権の移転または農地中間管理事業

によって権利移転した農地であること

２ 農業振興地域の農用地区域（青地農地）

かつ地域計画の区域内(作成予定を含

む)であること

３ 総事業費が２００万円未満であること

４ 事業実施後５年間以上耕作すること

【補助対象者】 【事業要件】


